
 

 

 

令和４年７月 28 日 

 

大阪湾・紀伊水道台風等対策協議会 構成員 各位  

 

              大阪湾・紀伊水道台風等対策協議会                         

                        会長 大泉 勝 

（事務局：第五管区海上保安本部交通部） 

                                        

令和 4 年度「大阪湾・紀伊水道台風等対策協議会」総会（書面開催） 

について 

 

謹啓 盛夏のみぎり、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。 

皆様におかれましては、大阪湾・紀伊水道における船舶交通の安全確保に深

いご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、本協議会は、昨年度の海上交通安全法の改正に基づき、異常気象等に

よる船舶交通の危険を防止するための対策の実施に関し必要な協議を行うた

めに設立されました。本協議会では、会の運営等に関し必要な事項を定めると

ともに、総会を毎年開催し、本協議会の活動に必要な事項等を確認することに

なっております。このため、先般、「令和 4 年度大阪湾・紀伊水道台風等対策

協議会総会」の開催をご案内させていましたが、台風第４号の影響により延期

とさせていただきました。しかしながら、台風シーズンの到来前の開催は日程

調整が難しいことから、令和４年度の総会は書面による開催に代えさせていた

だきますので何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

また、先般の総会開催でもご案内したとおり、令和４年度の総会において決

議事項はございませんが、協議会の運営等に関しご意見等をお伺いしておりま

した。 

その結果、特に意見を頂戴することはございませんでしたが、今回の書面総

会にあたって、あらためてご意見等をお伺いさせていただきたく存じます。お

手数ですが、ご意見・ご要望がございましたら、別紙にご記入の上、８月９日

（火）までに下記メールアドレスまでご返信いただけますようお願い申し上げ

ます。 

ご意見がない場合も別紙のご返信をいただけますようお願い申し上げます。ご

返信をもって総会の開催とさせていいただきたいと思います。 

 なお、構成員様からお寄せいただいたご意見・ご要望を取りまとめの上、第

五管区海上保安本部のホームページにより公表させていただきますのでご了

承願います。 

 

                敬白 

 

記 

 

送 付 先： 大阪湾・紀伊水道台風等対策協議会事務局 

  〒650-0042 



 

 

 

  兵庫県神戸市中央区波止場町１番１号 

  第五管区海上保安本部交通部航行安全課 

  専門官 田川 元嗣  

海務第二係長 仲田 幸生 ℡078-391-6551（内線 2622）FAX078-391-0065 

    ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ jcg5kokoanzen2-2j9p@mlit.go.jp（すべて小文字） 
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